
News Release 
報道関係者各位            公益社団法人 日本看護協会 広報部 

2022 年 11 月 15 日 

                                         
＜リリースの問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会  広報部 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547  FAX：03-5778-8478 
E メール koho@nurse.or.jp  ホームページ https://www.nurse.or.jp/ 

 

《要望事項》 

看多機の活用促進のため以下の制度改正を行うこと 

１．看多機を介護保険法の「居宅サービス」にも位置づけるとともに、登録定員の 

上限を 29 人超に拡大する。 

２．介護保険法における看多機の定義を見直し、通い、泊まりにおける「看護」の 

提供を明記する。 

３．看多機を健康保険法上に位置付け、要介護高齢者以外の利用を可能とする。 

 

 

 

公益社団法人日本看護協会（会長・福井トシ子、

会員 77 万人）は、11 月 10 日、加藤勝信厚生労

働大臣に、看護小規模多機能型居宅介護の活用

促進のための制度改正についての要望書を提出

しました。 

2040 年に向け、在宅療養する要介護高齢者の

全国的な増加が見込まれています。医療と介護

の複合的なニーズや在宅看取りに対応できるサ

ービス提供体制の整備が必要です。 

2012 年に本会の要望で創設された看護小規模多機能型居宅介護（看多機）は、要介護３

以上の中重度者が利用者の約６割を占めており、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」

を柔軟に組み合わせてケアを提供することが可能です。本会は、看多機が地域で十分に機

能を発揮し、退院後の円滑な在宅療養移行支援から重度化予防、看取りまで、在宅療養者

一人一人の状態に応じて多面的かつ継続的に支えられるよう、制度の見直しを求めました。 

福井会長は「小規模な自治体では、看多機事業所が 1カ所もないところもある」と指摘。

看多機を、利用者が所在市町村の住民に限定される「地域密着型サービス」だけでなく、

複数市町村の住民が利用できる「居宅サービス」にも位置付けるよう訴えました。看多機

の活用や周知について、加藤厚労大臣は「しっかりと PRしていくことも必要ではないか」

との考えを示しました。また、看多機に対する国民の理解が進むよう、介護保険法での看

多機の定義を見直しし、通い、泊まりにも「看護」を提供するサービスであることを明記

するよう要望したことについて、加藤厚労大臣は「実態が制度と見合っていないのであれ

ば明確にすべき」と応じました。 

報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会に

ご紹介いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

加藤厚労大臣（右）に要望書を手渡す福井会長 

看護小規模多機能型居宅介護 
活用促進のための制度改正を求める 

厚生労働大臣へ要望書を提出 



厚生労働大臣

加藤

20卯年に向け、在宅療養する要介護高齢者の全国的な増加が見込まれており、特に

舗歳以上人口の急増に伴い、医療と介護の複合的な二ーズや在宅看取りに対応でき
るサービス提供体制整備が喫緊の課題です。

2012年に創設された看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、要介護3以上の中

重度者が利用者の約6割を占めており、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を

柔軟に組み合わせてケアを提供することが可能です。事業所数は年々増加しているも

のの、未だ身近な地域で利用できるサービスとは言い難い状況にあり、看多機の設置

促進・役割発揮に向けた制度的な見直しが必要です。

地域共生社会の実現に向け、看多機が地域で十分に機能を発揮し、退院後の円滑な

在宅療養移行支援から重度化予防、看取りまで、在宅療養者一人ひとりの状態に応じ

て多面的かつ継続的に支えて行けるよう、下記の事項についてご検討ならびにご配慮

をお願い申し上げます。

看護小規模多機能型居宅介護の活用促進のための
制度改正についての要望書

公益社団法人

会長

令和 4年Ⅱ月10日
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要望事項

看多機の活用促進のため以下の制度改正を行うこと

1.看多機を介護保険法の「居宅サービス」にも位置づけるとともに、登録定員

の上限を 29人超に拡大する。

2.介護保険法における看多機の定義を見直し、通い、泊まりにおける「看護」

の提供を明記する。

3.看多機を健康保険法上に位置付け、要介護高齢者以外の利用を可能とする。
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